
山鹿市一般職の職員の給与に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

令和７年１２月２２日 

 

山鹿市長 早 田 順 一   

 

 

山鹿市規則第４２号 

 

山鹿市一般職の職員の給与に関する規則の一部を改正する規則 

 

山鹿市一般職の職員の給与に関する規則（平成１７年山鹿市規則第４２号）の一部を次

のように改正する。 

第３０条第１項第１号中「１００分の１２４」を「１００分の１２６．５」に、「１０

０分の３１５」を「１００分の３２２．５」に、「１００分の１４８」を「１００分の１

５０．５」に、「１００分の３７５」を「１００分の３８２．５」に改め、同項第２号中

「１００分の１１２．５」を「１００分の１１５」に、「１００分の１２４」を「１００

分の１２６．５」に、「１００分の１３３．５」を「１００分の１３６」に、「１００分

の１４８」を「１００分の１５０．５」に改め、同項第３号中「１００分の１０１」を

「１００分の１０３．５」に、「１００分の１２１」を「１００分の１２３．５」に改め、

同項第４号中「１００分の９２．５」を「１００分の９５」に、「１００分の１１１．５」

を「１００分の１１４」に改める。 

第３０条の２第１項第１号中「１００分の５１．５」を「１００分の５４」に、「１０

０分の６１．５」を「１００分の６４」に改め、同項第２号中「１００分の４８」を「１

００分の５０．５」に、「１００分の５８」を「１００分の６０．５」に改め、同項第３

号中「１００分の４６」を「１００分の４８．５」に、「１００分の５６」を「１００分

の５８．５」に改める。 

第３０条の３第１号中「１００分の８７．５」を「１００分の９０」に、「１００分の

２６２．５」を「１００分の２７０」に改め、同条第２号中「１００分の７７．５」を

「１００分の８０」に改め、同条第３号中「１００分の７１」を「１００分の７３．５」

に改める。 

 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山鹿市一般職の職員の給与

に関する規則の規定は、令和７年１２月１日から適用する。 


